
別 記 様 式 第 １ 号  

 

公 募 型 プロ ポ － ザ ル 方 式 に 係 る 手 続 開 始 の 公 示  

   

次 の と お り 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 提 出 を 招 請 し ま す 。  

 

令 和 ８ 年 ５ 月 １ ８ 日                                                            

群 馬 県                

契 約 担 当 者  群 馬 県 知 事  山 本  一 太  

 

１  業 務 概 要  

 （ １ ） 業 務 名   群 馬 県 住 生 活 基 本 計 画 ２ ０ ２ ６ 策 定 業 務 委 託  

 （ ２ ） 業 務 内 容  住 生 活 基 本 法 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ６ １ 号 ） 第 １ ７ 条 に 基 づ く 県 計 画 の

策 定  

 （ ３ ） 履 行 期 限  令 和 ９ 年 ３ 月 ２ ６ 日  

２  参 加 資 格  

  参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 提 出 者 は 、 次 に 掲 げる 条 件 を 満 た して い る こ と 。  

 （ １ ） 都 市 及 び 地 方 計 画 部 門 の 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 を 受 け て い る こ と 。  

 （ ２ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 を 提 出 す る 者 は 、 下 記 に 示 す 「 同 種 又 は 類 似 業 務 」 に

つ い て 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 完 了 し た 業 務 に お い て 、 １ 件 以 上 の 実 績 を 有 す

る こ と 。  

同 種 業 務  ： 国 土 交 通 省 策 定 の 住 生 活 基 本 計 画 （ 全 国 計 画 ）、 都 道 府 県 及 び 政 令 市 策 定

の 住 生 活 基 本 計 画（ 住 宅 マ ス タ ー プラ ン ）策 定 業 務（ 策 定 検 討 業 務 を 含 む ）   

類 似 業 務   ：都 道 府 県 策 定 の 都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プラ ン、耐 震 改 修 促 進 計 画 及 び 公 営

住 宅 長 寿 命 化 計 画 並 び に 市 町 村 策 定 の 住 生 活 基 本 計 画 （ 住 宅 マ ス タ ー プラ

ン ） 策 定 業 務 （ 策 定 検 討 業 務 を 含 む ）  

 

  （ ３ ）地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ）第 167 条 の 4 第 1 項 の 規 定 に 該 当 し

な い 者 で あ る こ と 。  

  （ ４ ）群 馬 県 財 務 規 則 第 170 条 第 2 項 に 規 定 す る 入 札 の 参 加 制 限 を 受 け て い な い 者 で あ

る こ と 。  

 （ ５ ） 群 馬 県 建 設 工 事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止 期 間 中 の 者 で な     

い こ と 。  

  （ ６ ） 群 馬 県 の 令 和 ８ ・ ９ 年 度 建 設 工 事 に 係 る 調 査 ・ 測 量 ・ コ ン サ ル タ ン ト 等 入 札 参 加

資 格 者 名 簿 に 建 築 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 と して 登 載 さ れ て い る こ と 。  

    な お 、会 社 更 生 法（ 平 成 14 年 法 律 第 154 号 ）又 は 民 事 再 生 法（ 平 成 11 年 法 律 第

225 号 ）に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 又 は 再 生 手 続 開 始（ 以 下「 手 続 開 始 」と い う 。）の

申 立 て が な さ れ て い る 者 に つ い て は 、 手 続 開 始 決 定 後 、 資 格 の 再 認 定 を 受 け て い

る 者 で あ る こ と 。  

 （ ７ ） こ の 手 続 き に 参 加 し よ う と す る 者 の 間 に 資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 が な い こ と 。  

（ ８ ） 再 委 託 を 行 う 場 合 は 、 そ の 内 容 が 業 務 の 主 た る 部 分 を 占 め る も の で な い こ と 。  



３  技 術 提 案 書 を 特 定 す る た め の 評 価 基 準  

  （ １ ） 配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 、 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績 の 内 容 、 手 持 ち 業 務 の 状 況  

 （ ２ ） 特 定 テ ー マ に 対 す る 課 題 認 識 の 的 確 性 、 提 案 内 容 の 妥 当 性 、 情 報 収 集 ・ 分 析 手 法

の 妥 当 性 、 実 現 可 能 性 等  

４  手 続 等  

 （ １ ） 担 当 部 局  

    〒 ３ ７ １ － ８ ５ ７ ０   

群 馬 県 前 橋 市 大 手 町 １ － １ － １  

    群 馬 県 県 土 整 備 部 住 宅 政 策 課 住 宅 政 策 係  

    電 話 ： ０ ２ ７ － ８ ９ ８ － ２ ８ ８ ６  

      Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ２ ７ － ２ ２ １ － ４ １ ７ １  

      電 子 メ － ル ： juusei@pref.gunma.lg.jp  

 （ ２ ） 説 明 書 の 交 付 期 間 、 場 所 、 方 法  

交 付 期 間 ： 令 和 ８ 年 ５ 月 １ ８ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ８ 年 ６ 月 ５ 日 （ 金 ） ま で  

（ 土 日 ・ 祝 日 を 除 く 毎 日 、 午 前 ９ 時 か ら １ ２ 時 ま で 及 び 午 後 １ 時 か ら

４ 時 ま で ）  

交 付 場 所 ：（ １ ） に 同 じ  

        （ 説 明 書 及 び 様 式 に つ い て は 、 群 馬 県 ホ ーム ペ ー ジ 及 び 群 馬 電 子 入       

札 情 報 公 開 シ ス テム か ら ダウ ン ロ ー ド で き る 。）  

交 付 方 法 ： 説 明 書 は 、 無 料 配 布 と す る  

  （ ３ ） 参 加 表 明 書 及 び 技 術 提 案 書 の 提 出 期 限 並 び に 提 出 場 所 及 び 方 法  

提 出 期 限 ： 令 和 ８ 年 ６ 月 ８ 日 （ 月 ） 午 後 ４ 時  

提 出 場 所 ：（ １ ） に 同 じ  

提 出 方 法 ： １ 部 を 持 参 又 は 郵 送 （ 書 留 郵 便 に 限 る 。）、 若 し く は 電 送 又 は 電 子 メ ー

ル（ 着 信 を 確 認 す る こ と 。）に よ る こ と 。持 参 す る 場 合 は 、土 日・祝 日

を 除 く 毎 日 、 午 前 ９ 時 か ら １ ２ 時 ま で 及 び 午 後 １ 時 か ら ４ 時 ま で 。 ま

た 、 電 子 メ ー ル で 提 出 す る 場 合 は 以 下 に よ る こ と 。 こ れ 以 外 で の 提 出

は 無 効 と す る 。   

・ 使 用 可 能 な ソ フ ト は 「 Microsoft Word」 と す る 。   

・ フ ァ イ ル 総 数 は ７ メ ガ バ イ ト 以 内 と す る こ と 。  

・ プリ ン ト ア ウ ト 時 に 規 定 の 枚 数 内 と な る よ う に 設 定 して お く こ と 。 な

お 、 送 信 さ れ た 資 料 の プリ ン ト ア ウ ト は 白 黒 印 刷 で 行 う 。  

・ 圧 縮 フ ァ イ ル の 形 式 は 「 LZH」 と す る 。  

５  そ の 他  

 （ １ ） 契 約 保 証 金  納 付 す る こ と 。 た だ し 、 群 馬 県 財 務 規 則 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 利

付 き 国 債 の 提 供 、金 融 機 関 の 保 証 又 は 保 証 事 業 会 社 の 保 証 を も って 、

契 約 保 証 金 の 納 付 に 代 え る こ と が で き る 。 ま た 、 公 共 工 事 履 行 保 証

証 券 に よ る 保 証 に 付 し 、 又 は 履 行 保 証 保 険 契 約 の 締 結 を 行 っ た 場 合

は 、 契 約 保 証 金 の 納 付 を 免 除 す る 。  

 （ ２ ） 契 約 書 作 成 の 要 否   要  

 （ ３ ） 当 該 業 務 に 直 接 関 連 す る 他 の 業 務 に つ い て 、 当 該 業 務 の 受 託 者 と 随 意 契 約 を 締 結



す る 予 定 の 有 無   無  

 （ ４ ） 詳 細 は 説 明 書 に よ る 。  

 


